
マ
ヘ
ダ
タ
カ
ユ
キ

前
田
孝
行

加
到
務
の
老
臣

前
回
長
部
系
の
第
五
代
。
キ
点
の
嫡
子

oa文
三
年

十
且
十
七
日
間
位
。
泡
桝
混
紡
・
奥
十
郎
・
封
応
・奨

作
。
天
和
三
年
三
且
計
五
日
新
知
三
千
一
合
ハ内
五
百
石

典
力
知
U

を
賜
ひ
、
元
政
十
年
六
且
父
学
点
数
仕
せ

る
を
以
て
、
円
車
線
二
庇
千
石
〈
内
三
千
百
石
民
力
知
〉

を
受
け
、
十
六
年
十
二
且
十
八
日
従
五
位
下
実
作
守

に
叙
任
し
、
日下保
六
年
九
且
十
四
日
出
十
九
践
を
以

て
残
し
た
。
法
制
胤
長
祥
院
白
山
総
諮
問
士
、
金押印
玉

悩
寺
に
別件る。

マ
へ
ダ
ツ
ナ
ト
シ

ノ

リ

前

m綱
紀
。

マ
へ
ダ
ツ
ナ
ノ
リ

前
回
締
結

前
囲
網
利

日
i
uF
ニ

3
t

-m
T
却
司
司
ヨ

↓
マ
へ
ダ
ツ
ナ

行
を開師
、
文
化
八
年
三
且
若
年
計
に
滋
み
、
文
政
元

年
十
二
且
致
仕
し
て
誠
腐
と
川
町
L
、
料
七
百
石
を
交

ナ
た
。マ

へ
ダ
h
F
カ
モ
ト

前
田
孝
本

加

到

務
の
老
厄

前
凶
長
続
糸
の
第
丸
代
。
学
友
の
一
由
到
。
文
化
況
年

四
且
入
日
出
生
。
幼
名
問
之
介
、
後
卵
替

・
大
炊
。

初
関
学
徴
。
文
政
四
年
入
月
六
日
家
総
一
底
入
千
五

百
石
戸
内
三
千
百
石
県
力
知
)
を
線
ぎ
、
天
保
二
年
十

一
一且
叶
六
日
従
五
枕
下
車
〈
作
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
十
三

年
七
且
放
芯
隙
底
戚
の
家
名
を
武
て
る
路
、
知
行
の

内
五
一白
石
を
伊
開
中山山内
の
弟
新
之
丞
に
阻
知
し
て
前

田
氏
を
稽
せ
し
め
、
安
政
三
年
九
島
十
二
日
江
戸
に

於
い
て
波
し
た
。
平
年
五
十
。
仰
心
院
以
外
観
徹
凶

士
と
訟
L
、
金
制
仲玉
柏
寺
に
山抑る。

マ
へ
ダ
h
F
カ
ヤ
ス

前
田
孝
慈

加

賀

滞
信
。
泊

制抑制州{呂

・
敏
郎
。
初
詩
型
催
。
明
和
八
年
お
父
式
邸

短
般
の
辿
知
=
一
千
石
を
刷
出
ぎ
、
小
松
御
城
設

・
今
石

助
容
支
配

・
公
邸
創
部
中
行
を
縦
、
-失
明
四
年
九
且
若

年
計
に
進
み
、
七
年
六
且
二
十
日
五
十
人
践
で
残
し

た
。

マ，、

マ
へ
ダ
ツ
ネ
ト
モ
前
田
恒
知

加
賀
滞
医
。
逝

m長
次
郎

・
術
位
。
内
杷
直
知
の
四
子
。
初
め
兄
直

正
の
政
三
千
石
を
分
か
ち
領
L
、
医
長
十
六
年
前
回

利
協
の
小
松
惚
似
に
従
ひ
、
承
服
二
年
二
百
石
を
噌

代
。
光
自
の
鱗
男
、
母
は
消
務
院
。
宛
永
二
十
年
十

一
万
十
六
日
江
戸
に
住
吉
る
。
幼
名
犬
千
代
。
正
保

二
年
六
舟
十
三
日
家
信
相
約
。
法
服
=
一
年
正
且
十
二

日
正
四
位
下
左
近
衛
披
少
牌
鍛
加
賀
守
に
叙
任
、
徳

川
家
制
の
倒
的
仰
を
賜
う
て
御
利
と
稽
し
た
。
間
十
二

且
二
十
七
日
左
-
丸
術
師
畑
中
将
に
陀
旬
、
覧
文
元
年
七

且
初
め
て
入
部
し
、
点
手
元
年
正
且
元
日
誌
を
綱
紀

に
改
め
、元
般
六
年
十
二
且
朔
日
挙
制聞
に
任
じ
た
が
、

中
将
た
る
こ
と
放
の
如
く
で
あ
っ
た
。
流
氷
四
年
十

二
江
由
八
臼
従
三
位
に
叙
L
、
写
保
入
年
五
且
九
日

致
仕
し
、
六
且
イ
五
日
肥
附
守
と
殴
め
、
九
年
活
用

九
日
江
戸
に
箆
じ
た
。

享
年
入
十
一
。
法
鋭
松
雲
院

徳
翁
一
政
大
町
士
。
六
且
十
日
野
凶
山
に
m
H
る
。
俊

明
治
四
十
二
年
九
且
十
一
日
従
=
依
に
渇
隠
せ
ら
れ

た
。
綱
紀
の
治
仰
は
前
後
七
十
九
年
に
瓦
旬
、
将
軍

徳
川
家
光
の
末
期
に
初
り
、
家
綱
・
綱
吉
・家
宣
・家

織
を
総
て
吉
宗
の
初
期
に
及
び
、
思
を
好
み
致
を
助

み
、
巾
肌
(
の
英
引
を
以
て

抑
制
せ
ら
れ
た
。
凶
磁
・取

待
・鋭
的
・中
和

叙
倫
等
は
そ
の
宰
で
、敬
義
・義
民
・

願
制
・三
省
・
呑
rd
・梅
続
出
す
は
そ
の
脱
で
あ
る
。
品
目

難
字
苑
・昼
間
出
物
制
山
奥
問
考
・議
初
出
芳
・続
税
誕
・ぬ

苑山
開
芳
・耐郁林
則
前叫
・古仰
臥
文
徴
・好
結
閉
山
編
・耐町
札
類

考
・侍
医
教
戒
・
策
名
川
山
史
専
の
諾
が
あ
る
。

マ
へ
ダ
ツ
ネ
カ
生
前
回
復
国

加
到
務
臣
。
辺

都
抽
出
次
郎
・秘
佐
。
安
永
三
年
矢
秘
佐
恒
箇
の
辿
知

三
千
七
百
石
を
鮒
し
、
定
火
消
・小
松
御
城
容
を
絶
、

文
化
九
年
御
家
老
に
任
じ
、
同
年
若
年
帯
を
粂
ね
、

文
放
五
年
指
除
き
、
法
雌
を
命
ぜ
ら
れ
、
次
い
で
勝

三
百
石
を
減
じ
、
天
保
元
年
入
且
十
四
日
夜
し
た
。

マ
へ
ダ
ト
シ
ア
キ
前
田
利
明

大
器
寺
掛川
主
第

一代
。
加
到
滞
古
前
回
利
協
の
五
男
、母
は
荷
崩
別
院
。

究
永
十
四
年
十
二
且
十
四
日
金
揮
に
生
ま
る
。
幼
名

瓜
吉
丸
・
妥
協
・大
躍
。
初
諒
利
成
。
高
治
二
年
二
且

十
五
日
初
代
利
治
の
益
子
と
な
り
、
十
二
且
刑
七
日

従
五
位
下
大
磁
少
輸
に
叙
任
、
=一年
七
且
三
日
封
を

嬰
ぎ
、
十
二
且
廿
五
日
飛
跡
守
と
改
め
た
。
同
年
入

且
腕
領
越
中
新
川
郡
の
地
を

加
賀
能
楽
部
六
今
村
及

び
江
沼
郡
那
谷
村
と
交
換
、
寛
文
二
年
六
且
也
八
日

初
め
て
入
部
、
三
年
十
二
且
什
入
日
従
四
位
下
に
殴

旬
、
元
品
開
五
年
五
且
十
三
日
江
戸
に
卒
し
た
。
口
千
年

五
十
六
。
法
蹴
大
観
院
賢
翁
紹
英
大
胆
士
。
貫
性
院

に
興
る
。
後
大
正
六
年
十

一
且
十
七
日
正
四
位
を
迫

隠
せ
ら
れ
た
。

マ
へ
ダ
ト
シ
ア
キ
前
田
利
精

大

器

寺
掛川中
山第

六
代
。

前
田
利
誼
の
二
男
、
母
は
岡
成
院
。

箆出回
八

年
十
一
且
十
五
日
大
嬰
寺
に
生
ま
る
。幼
名
勇
之
助。

十
年
五
且
二
目
先
に
兄
利
点
が
夜
し
た
の
で
世
酬
と

な
り
、
名
を
窓
酒
丞
と
改
め
、
安
永
三
年
九
且
王
日

江
戸
に
出
で
、
六
年
十
二
且
十
入
日
従
五
位
下
栄
作

守
に
叙
任
、
七
年
五
且
サ
五
日
利
道
致
仕
し
て
統
を

受
け
、
七
且
四
日
術
後
守
に
改
め
、
入
年
一
治
且
十
一

日
初
め
て
入
部
し
た
。
然
る
に
天
明
二
年
五
且
四
日

不
行
跡
を
以
て
加
賀
務
主
前
回
治
怖
か
ら
大
翠
寺
に

於
い
て
附
屈
の
命
を
受
け
、
八
且
什

一
日
致
仕
を
許

し
、
延期
H
七
年
九
且
小
松
御
城
訴
と
な
り
、
点
目
T

二

年
三
且
サ
四
日
夜
し
た
。

マ
へ
ダ
ツ
ネ
ナ
ガ

前
田
恒

長

加

賀
滞
臣
。
遇

税
穂
佐
。
貞
享
二
年
矢
継
佐
恒
知
の
治
知
三
千
二
百

石
を
製
玄
、
後
五
百
石
を
加

へ
、元
職
六
年
定
火
消
・

奏
者
番
、
七
年
江
戸
御
留
守
居
、
十
六
年
前
回
世
田
徳

附
等
に
隠
任
L
、
卒
保
三
年
九
且
九
日
六
十
七
肢
を

以
て
残
し
た
。

さ
れ
、
六
年
間
且
十
四
日
金
保
に
移
旬
、
均
政
=
一
年

}
乱
且
廿
一
日
復
大
製
品
サ
に
郎
旬
、
丸
且
十
五
日
卒
L
、

十
七
日
夜聞出
し
た
。

平
年
三
十
四
。
法
税
引
川
郡
院
天

然
良
地
大
居
士
、
民
性
院
に
界
る
。
利
椴
に
は
車
山

の
脱
が
あ
る
。

マ
へ
ダ
ト
シ
ア
キ
ラ

前
回
利
宣

大

器
寺
務
明

第
四
代
。
加
到
務
中
小前
回
綱
紀
の
況
男
、
母
は
保
詳

院
。
元
政
四
年
三

R
十
六
日
金
却
に
生
ま
る
。
幼
名

広
一
点
郎
、
認
永
凶
年
七
且
十
日
お
丸
と
殴
め
、
同
舟

十
一
日
造
酒
恭
と

m
L、
五
年
十
二
且
十
八
日
従
五

位
下
館
後

q
に
叙
任
。

七
年
十
周
サ
入
日
先
代
利
直

の
嗣
子
と
な
り
、
十
二
且
十
三
日
利
直
が
卒
し
た
の

で
、
正
徳
一
見
年
正
月
剖
九
日
家
信
制
約
を
命
ぜ
ら

れ
、
同
年
九
月
二
日
初
め
て
入
却
、
日
子
保
元
年
十
二

且
十
八
日
従
四
位
下
に
仲
間
叙
、
元
文
二
年
九
月
六
日

大
型
寺
に
卒
L
、
七
日
夜
挺
し
た
。
享
年
四
十
七
。

法
制
配
正
智
院
廊
能
濃
然
大
居
士
o
w
u
性
院
に
興
る
。

マ
へ
ダ
ト
シ
ア
ツ

前
回
利
笥

J
マ
へ
〆
Y
ゲ

ミ
チ
前
旧
軍
政
。

マ
へ
ダ
ト
シ
ア
ツ

前
回
利
厚
↓
マ

ヘ
〆
ナ
リ

ナ
ガ

前
川
野
崎
。

マ
へ
ダ
ト
シ
ア
ツ

前
回
利
同

加
到
務
主
第
十

=
一
代
前
側
狗
携
の
十
一
男
。
母
は
間
古
氏
。
安
政
三

，，グ

年
六
且
』
H
七
日
江
戸
に
生
ま
る
。

初
名
茂
松
・澗
松
。

六
年
十
一
且
什
一
日
記
山
滞
京
第
十
二
代
前
田
利
患

の
嗣
と
な
り
て
封
を
裂
ぎ
、
明
治
元
年
二
且
十
三
日

松
平
氏
を
前
附
氏
に
復
L
、
二
年
六
且
二
日
去
年
北

越
に
於
け
る
峨
功
に
よ
り
て
口
県
総
五
千
石
を
受

け
、
同
且
七
日
従
王
位
下
淡
路
守
に
叙
任
、
同
月
八

日
従
四
位
下
侍
従
に
料
じ
、
同
且
十
七
日
版
籍
を
お

越
し
て
包
山
掛
川
知
郁
に
任
ぜ
ら
れ
、
七
且
十
四
日
知

研
を
免
じ
、
十
七
年
七
且
七
日
伯
仰
を
授
け
ら
れ
、

大
正
十
年
十
二
且
サ
=
一日
正
二
位
に
限
り
、
同
日
斑

七
九
八


